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コロナ禍におけるごみ排出量の変化と
ごみ処理に係る新たな課題・対策
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１．はじめに

2020年、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大に伴い、ワークスタイル・ライフス
タイルの大幅な変更を余儀なくされ、その
結果として国民の消費活動や廃棄行動にも
大きく影響が及んだ。就業・就学はテレワー
クによる自宅での活動が推奨され、外出先
での消費が低下した結果、家庭系ごみの排
出量が増加した一方で、事業系ごみの排出
量が減少したと報道された。そして、多く
の自治体ではごみ量の変化や感染対策に応
じて、平時と比較すると変則的なごみ処理
体制を敷くこととなった。

2020年度の全市区町村における年間ごみ
排出量は環境省の一般廃棄物処理実態調査
結果として2022年３月頃に公開される予定
であるが、月別のごみ排出量は調査されて
おらず、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大状況が刻一刻と変化した2020年度内の
経時変化を一般廃棄物処理実態調査結果か
ら読み解くことはできない。

そこで、コロナ禍の政令指定都市及び中
核市における2019年度及び2020年度の月別
のごみ（一般廃棄物からし尿・浄化槽汚泥
を除いた廃棄物）排出量を調査し、緊急事
態宣言の発出及び解除とごみ排出量の関連

性を考察した。また、当該市が直面したご
み処理に関する課題および対策を把握し、
その概要を整理した。さらに、PCR検査陽
性者が自宅で療養する際のごみの捨て方に
関して、自治体からの情報提供方法と陽性
者の情報入手方法を比較し、情報共有が不
足していたことを示した。本稿では、それ
らの結果について報告する。

２．調査方法

2.1　 政令指定都市及び中核市を
対象としたアンケート調査

全国には2021年12月時点で政令指定都市
が20市、中核市が62市存在する。そのうち、
ごみ処理を単独で実施し、かつ2019年度に
大規模な災害が発生していなかった55市を
調査対象とした。調査項目は以下のとおり
である。

（ 1 ） 2019年度及び2020年度の月別の家
庭系ごみ及び事業系ごみの排出量

（ 2 ） コロナ禍のごみ処理に関して、新た
に生じた課題、それに対して現在ま
でに実施された応急的対策、未だに
解決していない課題や十分に実施で
きていない対策
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（ 3 ） PCR検査陽性者が自宅で療養する際
のごみの捨て方に関して、陽性者及び
同居する家族に対する情報提供方法

調査期間は2021年６月29日から７月30日
までとし、42市（15政令指定都市、27中核
市）から回答を得た（回収率76％）。本調
査に回答した42市における2020年度の総人
口は34,129千人で、日本における総人口の
約27％を占めた。
  （ 1 ）に関しては、調査主体がごみの区
分を指定せず、各市がそれぞれ集計してい
る収集区分ごとのごみの排出量を回答する
こととした。調査終了後、各市から回答が
あった収集区分を16区分（可燃ごみ、不燃
ごみ、粗大ごみ、資源ごみ、有害ごみ、災
害廃棄物、厨芥類、紙類、プラスチック類、
ガラス類、金属類、草木類、布類、小型家
電、廃食用油、その他）に分類して回答デー
タを集計した。2019年度の同月を基準とし
て2020年度の月別のごみ排出量の増減を

「変動率」と表現して結果を示し、考察を
加えた。
  （ 3 ）では、新型コロナウイルスのPCR
検査陽性者が自宅で療養する際のごみの捨
て方に関して、調査対象市による陽性者及
び同居する家族に対する情報提供方法とし
て、以下の７つの選択肢を設けた（複数回
答可能）。①保健所・医療機関において捨
て方に関するチラシの掲示・据え置き、②
保健所・医療機関において陽性者を対象に
捨て方に関するチラシを配付、③自治体の
ホームページに捨て方に関する情報を掲
載、④自治体の広報誌に捨て方に関する情
報を掲載、⑤テレビやラジオの番組・CM
で捨て方を紹介、⑥その他、⑦特に情報提
供はしていない。

2.2　 PCR検査陽性者及び同居する家族
を対象としたアンケート調査

PCR検査陽性者が自宅で療養する際のご

みの捨て方に関して、陽性者及び同居する
家族が実際にどのような媒体から情報を入
手したのかを別途調査した。

PCR検査で陽性となった者及び同居する
家族を対象に、陽性者が自宅療養していた
期間のごみ排出行動に関して、インター
ネットを通じたアンケート調査（ネットリ
サーチ）を2021年3月に実施した。GMOリ
サーチ株式会社が提供するネットリサーチ
システムを用いて、全国の18歳から69歳ま
での男女モニターを調査対象とした。
「一緒に住んでいる家族（回答者を含む）

のうち、これまで新型コロナウイルスの
PCR検査で陽性となった人がいる」をスク
リーニング条件とし、332モニターから回
答を得た。「陽性者が自宅で療養する際の
ごみの捨て方について、どこから情報を得
たか？」の設問に関して、以下の５つの選
択肢を設けた（複数回答可能）。①保健所、
②自治体、③テレビやラジオ、④その他、
⑤どこからも情報を得なかった/情報を得
た記憶がない。

３．結果及び考察

3.1　 コロナ禍におけるごみ排出量の変化

2020年度の42市における総ごみ排出量は
10,713千ｔで、2019年度に比べて343千ｔ

（3.1％）減少した（図 1）。42市中37市で
2020年度のごみ排出量が2019年度に比べて
減少し、変動率の最小値及び最大値はそれ
ぞれ–7.5％及び＋1.0％であった。2020年
６月及び2021年３月の各市におけるごみ排
出量は2019年度同月に比べて多い傾向だっ
たが、それ以外の期間は少ない傾向だった。
図 2 に示すとおり、2019年度に比べて

2020年度は家庭系ごみ排出量が増加し、事
業系ごみ排出量が減少したが、多くの市で
ごみ排出量が減少したのは、事業系ごみ排
出量の減少幅が大きかったことが理由に挙
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げられる。2020年４月から５月にかけて１
回目の緊急事態宣言が発出され（表１）、
家庭系ごみ排出量は４月に2.9％、５月に
5.2％増加した（2019年度同月比）。一方、
2020年４月及び５月における事業系ごみ排
出量は2019年度同月に比べてそれぞれ
20.2％、23.3％減少した。

続く2020年６月は１回目の緊急事態宣言
が解除された直後で、家庭系ごみ及び事業
系ごみの排出量は４月及び５月に比べて増
加し、特に家庭系ごみ排出量は2019年度同
月 に 比 べ て14.3％ 増 加 し
た。この時期に人々の消費
活動が活発になった結果と
思われる。

2020年７月から12月まで
の期間は、家庭系ごみは
2019年度同月比でほぼ横ば
いの傾向、事業系ごみは
－10％前後で推移した。２
回目の緊急事態宣言が発出
された2021年１月からは事
業系ごみ排出量のさらなる
減少傾向がみられた。

同３月に緊急事態宣言が

解除され、事業系ごみは2019年度同月とほ
ぼ同じ量が排出された。１回目の緊急事態
宣言が発出された際、家庭系ごみ排出量の
増加と事業系ごみ排出量の減少が顕著にみ
られたが、２回目の緊急事態宣言発出時は
その現象が穏やかで、家庭系ごみ排出量は
2019年度同月とほぼ同程度であった。新型
コロナウイルス感染症の感染者数は、１回
目よりも２回目の緊急事態宣言時のほうが
圧倒的に多かったが、緊急事態宣言がワー
クスタイル・ライフスタイルに与える影響、

図 1 　 調査対象市における2020年度のごみ排出量の
月別変動率（2019年度同月比、n=42）

図 2 　 調査対象市における2020年度の家庭系ごみ排出量及び事業系ごみ排出量
（全市合計）の月別変動率（2019年度同月比、n=42）
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すなわち人々の消費活動を制限する効果は
１回目に比べて２回目は弱かったと推察さ
れる。

2020年度は年間を通して事業系ごみの排
出量が減少したが、特定の業種で事業系ご
み排出量が減少したのか、あるいは全業種
で減少したのかは得られたデータだけでは
判断できない。

ごみ組成に着目すると（図 3）、2019年
度に比べて2020年度の年間排出量が減少し
たのは可燃ごみ（－4.5％）及び紙類（－3.3

％）であった。2020年度の可燃ごみ排出量
は、６月に最も多く、2019年度同月に比べ
て5.8％増加したが、それ以外の期間は
2019年度よりも少なく、いずれの市でも同
様の傾向であった。2020年度の紙類の排出
量は全体では減少したが、増加した市と減
少した市があり、地域差といった特徴的な
傾向は見いだせなかった。

可燃ごみ及び紙類以外のごみの排出量は
2020年度に増加した（不燃ごみ：＋4.5％、粗
大ごみ：＋10.9％、有害ごみ：＋11.9％、プ

ラスチック類：＋4.4％、
金属類：＋9.6％、ガラス類：
＋3.2％、布類：＋1.1％、
草木類：＋11.5％）。調査
対象市におけるプラスチッ
ク類、紙類、金属類、ガ
ラス類、布類の排出量は
90％以上が家庭系ごみ由
来であったが、このような
資源化物（容器包装ごみ
を含む）の排出量が増加
した理由として、2020年
度の家庭での消費・廃棄

図 3 　 調査対象市における2020年度の組成別ごみ排出量（全市合計）の月別変動率
（2019年度同月比）

表 1 　 緊急事態宣言が発出及び解除された時期と対象地域

時　期 緊急事態宣言の発出及び解除の対象地域

1回目

2020年４月７日 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、
福岡県の７都府県で緊急事態宣言を発出

2020年４月16日 緊急事態宣言の対象を全都道府県に拡大

2020年５月14日
北海道、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、
京都府、兵庫県の８都道府県を除く39県で緊急事態宣言
を解除

2020年５月21日 大阪府、京都府、兵庫県の３府県で緊急事態宣言を解除
2020年５月25日 すべての都道県で緊急事態宣言を解除

2回目

2021年１月７日 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の４都県で緊急事態
宣言を発出

2021年１月13日 緊急事態宣言の対象を栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、
大阪府、兵庫県、福岡県を含めた11都府県に拡大

2021年３月21日 すべての都府県で緊急事態宣言を解除
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行動が2019年度に比べて活発であったこと
がうかがえる。

2020年度の粗大ごみ排出量は年間を通し
て多く、在宅時間の増加が影響したと思わ
れる。2020年５月及び６月の有害ごみの排
出 量 が2019年 同 月 に 比 べ て そ れ ぞ れ
20.7％、33.1％増加したが、これも在宅時
間の増加が影響したと思われる。布類の排
出量は2020年６月から９月まで減少していた
が、これは布類の輸出先が輸入を停止したこ
とによる対応で、布類の収集・搬入を一時的
に停止していたことによるものである。

3.2　 コロナ禍における
ごみ処理に係る課題と対策

調査対象市が回答した、コロナ禍のごみ
処理に関して新たに生じた課題、それに対
して現在までに実施された応急的対策、未
だに解決していない課題や十分に実施でき
ていない対策を以下の（１）～（７）に分
類し、一部を抜粋して表 2に整理した。

（ 1 ） ごみ処理作業員（委託業者含む）同
士の感染

作業員または委託業者の感染対策とし
て、マスク着用、手洗い、消毒、換気、ソー
シャルディスタンスの確保、フェイスシー
ルドの着用、パーテーション、飛沫防止シー
ト等の設置、現金授受時の手袋使用などが
挙げられた。また、シフト変更、昼食時間
をずらすなど、時間的な人の分散を心掛け
ていた。さらに、マスク等着用による熱中
症対策として、空調服、ポロシャツ導入、
水分補給との回答があった。

なお、ワクチン接種による対策について
は、ワクチン接種が完了してない（2021年
７月30日時点）、ワクチン接種の副反応に
よる作業員欠員の対応が未解決の課題で
あった。

（ 2 ）ごみ排出者や搬入者との接触
直接搬入ごみの受入（搬入者との接触等）

時の搬入者との接触による感染対策とし
て、受付者の対応改善、ドライブスルー方
式の採用、受入頻度の縮減などが挙げられ
た。科学的な感染リスクの有無が不明とい
う意見や、現状の感染症対策で十分なのか
を懸念する意見があった。また、搬入検査
等の中止や省略により、不適物の確認が十
分にできない等が未解決の課題であった。

（ 3 ）使用済マスク等のごみ出し方法
使用済マスクや使用済ティッシュ等のご

みの出し方について自治体のホームページ
やSNS等を用いた啓発が多くなっていた
が、周知不徹底やマスクのポイ捨てへの対
策が依然課題となっていた。また、オンラ
インでの動画配信、冊子の配布等、非接触
型の啓発方法に力を入れていく必要があ
り、次期一般廃棄物処理基本計画に盛り込
む予定との回答もあった。

（ 4 ） 宿泊療養施設等から排出されるごみ
の処理

廃棄物処理法上の感染性廃棄物に該当し
ないが、PCR検査陽性者が排出した感染性
の疑いのある事業系ごみについても、感染
性廃棄物に準じて処理するよう指導した対
策があった。集団感染施設や宿泊療養施設
から排出されたごみは即日焼却する、粗大
ごみは一定期間放置した後に解体すること
としていた。また、一定期間で大量のごみ
が排出される場合には、アームロールコン
テナや反転式コンテナを使用して排出場所
で保管しているとの回答もあった。

未解決の課題として、新型コロナウイル
ス感染症の感染者が排出したごみかどうか
の確認ができないことが挙げられた。

（ 5 ）感染拡大期のごみ処理体制
作業員（委託業者含む）が新型コロナウ
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イルスに感染して欠員が発生する事態に備
えた応援体制や連絡体制を構築した自治体
があった。一方で、感染防止対策に限界が
あるなか、計画通り運用できるかどうか確
認できていない、感染が爆発的に拡大した
際の対応を検討しているが実施はしていな
いとの回答があった。また、（感染性廃棄
物ではない）ごみに医療用エプロン等が混
入している事例があるが、排出者特定に苦
慮しているとの回答もあった。

（ 6 ）ごみ量の変化
ごみ量の増加対策として、粗大ごみ、直

接搬入ごみ、資源ごみの受入制限や受入一
時停止等が挙げられた。ごみ量の変化が予

測しにくいために収集車両やピットの貯留
調整等に苦慮しているとの回答があった。
また、ごみ量の増加に応じて処理費用の増
加も課題となっている。ごみ量の減少対策
として、運転計画の見直しが挙げられた。
コロナ禍収束後のごみ量増（リバウンド）
対策も今後の課題として挙げられた。

（ 7 ）その他
布類の輸出先が輸入を停止したため、布

類の収集や自己搬入を一時停止し、布類の
自宅保管の協力依頼をホームページやSNS
で呼び掛けたものの、効果が薄かったため、
周知方法について検討する余地があるとの
回答があった。その他に、感染を懸念して、

表 2 　 コロナ禍で生じた主な課題と現在までに実施した応急的対策、十分に対応できていない
具体的課題（抜粋）（2021年7月30日時点）
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ごみ組成調査が実施できないとの回答が
あった。

3.3　 PCR検査陽性者が自宅で療養する
際のごみの捨て方に関する情報の共
有方法

８割以上の調査対象市が自治体のホーム
ページを使ってごみの捨て方に関する情報
を提供していたのに対し、実際に自治体の
ホームページから情報を入手したPCR検査
陽性者及び同居する家族は18.7％であった

（表 3）。
自治体がホームページを使って情報を提

供していても、普段インターネットを積極
的には活用していない人々には情報が共有
されない可能性がある。加えて、ネットリ
サーチでは43.1％の回答者が「どこからも
情報を得なかった/情報を得た記憶がない」
と回答しており、ごみの捨て方に関する自
治体からの情報提供方法が十分であったと
は言えない。〈3.2 コロナ禍におけるごみ処
理に係る課題と対策〉で言及したように、
使用済マスク等のごみの捨て方の周知徹底
が課題と考えている自治体もある。

感染者には陽性が判明した時点でごみの
捨て方を周知する必要があるが、最近では
保健所や医療機関を訪れることなく、郵送
でのPCR検査も安価で利用可能となり、行
政機関以外の組織がごみの捨て方を周知す
るには限界もある。ごみの捨て方に関する
情報の共有方法は、依然として課題である
と言える。

４．まとめ

2020年度は新型コロナウイルス感染症の
感染拡大の影響で、家庭系ごみ排出量が増
加した一方で事業系ごみ排出量が大幅に減
少した。2020年度における月別の経時変化
を観察すると、ごみ排出量は緊急事態宣言
発出時に減少し、解除後に増加する傾向が

みられた。しかし、１回目の緊急事態宣言
と比較して２回目がごみ排出量に与える影
響は限定的であった。

コロナ禍においては、ごみ組成（収集区
分）によってごみ排出量の傾向が異なり、
各自治体はごみ排出量の変化の見通しが立
たないなか、ごみ処理体制や運転計画の見
直しに応急的に対応してきたと言える。国
際的に動く資源化物に関しては、輸出先で
の経済活動が影響を及ぼすことも顕在化し
た。ごみの捨て方に関する情報の住民への
周知徹底にはまだ課題があり、新たな媒体
を利用するなど、情報共有方法を見直す必
要がある。

今後も新型コロナウイルス感染症の新た
な変異株の流行や、新たな感染症の感染拡
大が起こり得る。将来的に様々な不測の事
態が生じた場合、自治体はそのたびに柔軟
な対応を迫られるが、住民はもちろんのこ
と、周辺行政機関や民間処理業者等と緊密
に連携することを前提として備えることが
求められるのではないだろうか。
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表 3 　 PCR検査陽性者が自宅で療養する際のごみ
の捨て方に関して、陽性者及び同居する家
族に対する情報の提供方法と入手方法（複
数回答可能）


